
令和 5年度 

奈半利町子育て世帯生活支援単独給付金（町独自制度） 

 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担が増加している子育て世帯に対して、経済負

担に対する支援金として奈半利町子育て世帯生活支援単独給付金（町独自制度）を支給します。 

 

１．支給対象者 

 以下の(1)、(2)の両方に当てはまる方 

（1） 平成 17年 4月 2日～令和 6年 3月 31日生まれの児童（0歳～高校生相当年齢の児童） 

又は 20歳未満の障害のある児童を養育する父母等 

※令和 5年 3月末までに生まれる新生児も対象です。 

（2） 令和 5年 12月 1日の基準日に町内に住所を有する支給対象者 

（※上記（1）を養育する父母等） 

２．給付金額  児童 1人当たり ２万円 

３．給付金の申請手続き 

（1）児童手当又は特別児童扶養手当の受給者 

 ① 手続き  申請は不要です。 

※公務員の方は、下記の「（2）高校生相当の年齢のお子様のみがいる家庭」と同様に申請書

の提出が必要です。 

② 振込予定日等 

  ・ 児童手当又は特別児童扶養手当を受給されている方については、3月 18日頃に郵送 

で御案内し、４月上旬から順次に児童手当又は特別児童扶養手当で指定している口 

   座に振込予定です。高校生の兄弟がいる場合、その児童の分も併せて振込みします。 

  ・ 令和 5年 12月以降、令和 6年 3月末までに生まれる新生児も対象となります。 

・ 支給を希望しない方は「受給拒否の届出書（様式第 1号）」を 3月 22日（金）までに窓 

口に提出してください。 

・ 児童手当又は特別児童扶養手当で指定している口座を解約しているなど、給付金の受け

取りができない方は「支給口座登録等の届出書（様式第 2号）」により口座変更の手続き 

が必要です。 

 

（2）高校生相当の年齢のお子様のみがいる家庭及び公務員の方    

① 手続き  申請が必要です。    

 ② 申請に必要な書類 

・ 「奈半利町子育て世帯生活支援単独給付金申請書（請求書）（様式第 3号）」 



     （公務員の方で所属庁から児童手当を受給中の方は、所属庁の証明が必要です。） 

・ 本人確認書類の写し 

     (例：運転免許証、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等) 

   ・ 受取口座を確認できる書類の写し 

     （例：通帳、キャッシュカード） 

   ・ 申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し 

（例：健康保険証、戸籍謄本、住民票等） 

     ※申請者が別居する児童を監護している場合や養育者が児童を監護している場合な

ど、奈半利町で申請者と児童の関係性を確認できない場合、状況により必要書類が

異なりますので、事前にお問い合わせください。 

 ③申請期間 令和 6年 4月 30日（火）まで 

   ※添付書類は、持参いただければ役場でコピーいたします。 

４．申請に当たっての注意事項 

 ・ 各申請内容によって、その他書類が必要になる場合があります。 

 ・ 令和 6年 3月に出生した児童を養育する方は、令和 6年 4月分の児童手当・特別児童扶養

手当の受給手続きをしないと支給対象者となりません。 

 ・ 本給付金の支給決定後、申請書の不備による振込不能等が原因で、令和 6年 5月 31日ま 

  でに支給ができなかった場合、奈半利町が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなか 

  ったときは支給できません。 

 ・ 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りそ 

  の他不正の手段により奈半利町子育て世帯生活支援単独給付金の支給を受けた場合は、支 

  給した給付金の返還を求めます。 

・ 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。 

５．奈半利町子育て世帯生活支援単独給付金に係る窓口 

 奈半利町役場住民福祉課 電話番号：0887-38-4012  

受付時間 平日 8時 30から 17時 15分まで 


